
活用
4-1. 活用      情報  整理  
4-2. 活用しやすい「パブリック空間」を精査する
4-3. 活用の「手法」を精査する
4-4. 活用のためのインターフェースをつくり、使いこなす

我々が、いざ有効活用を始めようとするとき、どういった施設で、どういったことができるのか、ど
ういった手順を踏めばよいのか、すぐに判断することができるだろうか。初めて実施する取組の場
合   進      途方 暮                              見  
ばいい」と思えるインターフェースがあれば、多くのプレイヤーが新たな一歩を踏み出すことができ
るのではないか。
本章では、まず4-1     有効活用 考  上 必要    情報  整理     項目
ごとの分類により述べる。4-1 整理  項目   行          基  4-2では「パブ
リック空間」について、4-3では「手法」について、それぞれ分析した結果を述べる。そして、これらす
べての情報を統括したインターフェースをつくり、活用することについて、4-4で提言する。
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提言４ 「活用」をデザインする

パブリック空間を活用するために
は、対象地と有効活用に関する
「情報  整理  必要   と考
えられることから、本研究ではパブリ
ック空間の活用に関連する既往文
献から、活用に向けて必要となる
情報 整理   
その結果、有効活用に必要な
情報は、図4-1 のとおり①対象地
 概要 ②利活用 目的 ③利
活用 方法 ④利活用開始  
 主 経過 ⑤利活用後 実態 
⑥本市への導入可能性の 6 つに
大別し、さらに31の細目に分類す
ることができた。 
そこで、本分類表に基づいてパ
    空間 活用事例 整理し、
精査していくことを提案する。これ
により、パブリック空間を活用するた
  条件 客観的 整理 分析
していくことが可能となると考えられ
る。 

図4-1. 有効活用に必要な情報の区分

Proposal

4-1 活用するための「情報」 整理  

提言４ 「活用」をデザインする
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提言４ 「活用」をデザインする

所在地 

 対象地の所在地を把握するため、①市内、②国内、③海外に区分し、具体的な地名について記載した。 

規模 

①敷地面積、②建築面積について、表 4-1 に基づいて区分した。 

表4-1. 施設規模の区分 

項目 概要 

1 <0.01ha 面積が 100 ㎡未満の施設 

2 <0.1ha 面積が 100 ㎡以上 1,000 ㎡未満の施設 

3 <1ha 面積が 1,000 ㎡以上1ha未満の施設 

4 <10ha 面積が 1ha 以上 10ha未満の施設 

5 10ha≦ 面積が 10ha以上の施設 

年数 

●開設（建設）年 
対象施設 供用開始年     建設年 記載  。 
●有効活用開始年 
対象施設 新  利活用 開始  年 記載  。 
●経過年数 
対象施設 開設（建設）   新  利活用 開始   経過年数    記載  。 

Tips.

4-1-1 整理 1 対象地の概要
（事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

立地環境 

国土交通省（2018）の「設計業務等標準積算基準書」では、地域・地形の区分について規定されている。そこで、本
研究では本基準に基づき、地域、地形を表 4-2、表 4-3 のとおり区分した。 
併せて、駅からのアクセス 重要 立地環境 要素 捉  最寄駅   移動時間    区分した（表 4-4）。 

表4-2. 地域の区分 

項目 概要 

1 市街地 家屋密度 60％程度以上 都市部 

国土交通省（2018）では、大市街地、市街地

（甲）、市街地（乙）の３段階に細分化しているが、

本研究ではこれらを合わせて市街地と分類する。 

2 都市近郊 都市 接続  家屋 散在    地域 （家屋密度

40％程度） 

3 耕地 耕地及びこれに類似した所で農地でなくともこの中に含

  （家屋密度20％程度以下） 

4 原野 木が少なく視通のよい所。 

5 森林 木が多く視通の悪い所。 

表4-3. 地形の区分 

項目 概要 

1 平地 平坦な地域。 

2 丘陵地 ゆるやかな起伏のある地形。 

3 低山地 相当勾配のある地形。あるいは，

標高 1,000ｍ未満の山地。 

4 高山地 急峻な地形。あるいは，標高

1,000ｍ以上の山地。 

表4-4. アクセスの区分 

項目 概要 

1 最寄駅から 10分以内 最寄駅から徒歩 10 分圏内の施設。 

2 最寄駅から 20分以内 最寄駅から徒歩 20 分圏内の施設。 

3 最寄駅     車等 徒歩 20 分 超   最寄駅     車等  移動 見込   施設 

4 その他 上記のいずれにも当てはまらない場合。 
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タイプ 

●形態１の区分 
対象地が土地、建物のいずれを主体とする資産であるかについて、①土地、②建物、③複合に区分した。 

●形態２の区分 
川崎市（2011）の「川崎版 PRE 戦略 かわさき資産マネジメントプラン 第 1 期取組期間の実施方針」では、資産
 物理的 側面 着目    特性 応  活用方針    検討        資産 機能 見直 場合     
資産の複合化や転用の適合性を判断することが重要であり、こうした分類手法を用いることにより、その可能性を比較的容
易 把握         指摘     。そこで、本研究では方針に基づき、表 4-5 のとおり区分した。 

表4-5.  形態２の区分 

項目 概要 

1 土地（建築不可） 駅前広場 道路 橋   等 土地 主体   資産    物理的 他 建物 建築      

2 土地（建築可）       自転車対策施設等 土地 主体   資産    物理的 他 建物 建築     

3 建物（大規模） とどろきアリーナ、スポーツセンター等、建物を主体とする資産のうち、大きな空間が必要な資産 

4 建物（特殊設備） 市営住宅 斎苑 特別養護老人   等 建物 主体   資産    特殊 設備 必要 資産

5 建物（一般） 建物を主体とする資産のうち、一般的な機能の資産。庁舎などの事務所的な施設等 

●用途分類の区分 
横浜市（2016）  横浜市土地利用     ＜平成 26・27 年度＞ 土地利用分類 建物用途分類    土
地利用分類 建物用途分類 行          本研究ではこの分類を参照し、表 4-6、表 4-7 のとおり区分した。 

表4-6. 用途分類（土地）の区分 

項目 概要 

1 農地 田/畑/耕作放棄地/農業施設用地（畜舎 温室 船小屋 農業用納屋 農林漁業用作業場）

2 山林 山林 

3 河川 水路 水面 河川 水路/湖沼（調整池、釣堀含む）/プール・貯水槽 

4 荒地・海浜・法面等 荒地（砕石場、荒地（堤内））/海浜等（遊水池 河川敷（未利用）(堤外）、海浜）/法面（人工的な斜

面） 

5 住宅系土地利用 戸建住宅用地/集合住宅用地/店舗併用住宅用地/店舗併用集合住宅用地/作業所併用住宅用地 

6 商業系土地利用 業務用地/商業用地（商業用地 商業用地（複合系））/宿泊娯楽施設用地（    場（民間） 含 ）

7 工業系土地利用 工業用地/運輸倉庫用地/供給処理施設用地（送電線鉄塔用地 雨水調整池）

8 その他の建築用地 公共用地/文教厚生用地（キャンプ場（公営）を含む）/防衛施設用地 

9 公園・ゴルフ場等 公園（都市公園内 芝地 樹林地 含 市民 森 除外）/ゴルフ場/  他        （児童広場 市民

の森等の開放されている広場） 

10 駐車場   他空地 駐車場/未利用地/取壊･改変工事中（(建設中）建物      材料置 場（工事中））/その他空地（企

業 大学等      （校舎等 隣接       ）住宅展示場/材料置 場(工場内は除く）） 

11 道路用地 自動車専用道路/道路/駅前広場/  他（道路中央分離帯 管理用地等）

12 鉄道用地 鉄道用地 
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提言４ 「活用」をデザインする

表4-7. 用途分類（建物）の区分 

項目 概要 

1 住宅系 住宅/集合住宅/店舗併用住宅/店舗併用集合住宅/作業所併用住宅 

2 業務施設（民間） 事務所/銀行/通信事業/報道関係 

3 商業施設 小売店/卸売店/百貨店/その他の物品販売施設 

食堂/喫茶店/スナック/その他の飲食業を営む施設 

理容店/美容院/レンタル業/宴会場・結婚式場/その他のサービス施設 

4 宿泊施設 ホテル/旅館/保養所等宿泊施設 

5 娯楽施設 劇場/映画館/演芸場/観覧場/料理店/キャバレー/ダンスホール/ナイトクラブ/バー/特殊浴場/サウナ/モーテル/ラ

ブホテル/アダルトショップ等風俗営業法による風俗営業関連施設 

6 遊戯施設 ボーリング場/スケート場/プール/バッティングセンター/ゴルフ練習場等/麻雀屋/パチンコ屋/ゲームセンター/カラオケ

ボックス/勝馬投票券販売所/競輪場/競艇場/競馬場 

7 工場 アスファルト精製/金属 溶解又 精製/火薬類/塗料/合成樹脂/セメント/鉄釘の製造/石炭ガス/圧縮ガス/マッ

チ/セルロイド/ ゴム製品の製造/製革/パルプの製造/動力   使用  金属 製造原動力 使用  工場/ぼ

ろ・わたの選別再製/岩石の粉砕/ 瓦れんが/練炭/石鹸/生コン/陶磁器/絵の具の製造/塗料 加熱乾燥/吹付

け/ドライクリーニング/自動車修理工場 印刷/木材/石材の引割/機械撚糸/魚肉の練製品セメント製品の製造/

メッキ/合成樹脂の射出成形/原動機を使用しない工場 

8 運輸倉庫施設 自動車車庫/駐輪施設 鉄道施設（駅舎 電車車庫）/バスターミナル/飛行場 倉庫/港湾施設/荷捌き場/卸

売市場 

9 処理施設 ガソリンスタンド/消防法による設置許可が必要なもの/廃棄物処理場/汚水処理場/火葬場/屠場/発電所/変電

所/変圧所/浄水場 

10 業務施設（公共） 国/県/市町村 事務所（公園等 管理事務所 除 ）

11 公共・文教厚生施設 大学/高等専門学校/専修学校/各種学校/病院/体育館/競技場/公会堂/博物館/幼稚園/小中学校/高等

学校/図書館/老人   /保育所（託児所）/障害者施設/老人福祉    /デイケアセンター/診療所/ 神

社/寺院/教会/公衆浴場/集会所 

12 防衛施設 自衛隊/米軍提供施設 

13 農業施設 畜舎/温室/船小屋/農業用納屋/農林漁業用作業場 

関係者 

対象地 利活用 係 主体として、①土地/建物所有者、②事業主体、③管理運営主体 ④利活用主体の４項目
を取り上げた 各項目  民間事業者  民間（企業）  NPO 法人 市民活動団体等  民間（団体）   民間
（個人）」の３項目、公共団体を「公共（地方）」、「公共（国）」の２項目に加え、複数の関係者が共に主体となる
「公共+公共」、「公共+民間   民間+民間  3 項目と「その他」を加えた９項目に区分した。 

その他 

その他、対象地の概要について特筆すべき事項がある場合には、記載することとした。  
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主たる目的 
社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会専門小委員会（2016）における「ストック効果
 最大化 向     具体的戦略 提言     ストック効果とは、「整備された社会資本が機能することによって、整
備直後  継続的 中長期    得   効果」であり、短期的に経済全体を拡大させるフロー効果と分けられる社会
資本整備の効果であると捉えられている。この報告において、ストック効果の類型化 行     図 4-2 のとおり、3 つの大
項目と 9 つの小項目に区分している。 
これらの効果     流通 交通 活性化  国土交通省特有 項目    考       空間における地域密着
性を鑑み、「地域活性化」と置き換えた。これ 加  本研究      効果         調査 行          
ニティ形成」という効果が挙げられた。これを加え、表4-8 に示す通り、3 つの項目と10  小項目 利活用 目的   整
理した。 

図4-2.     効果 類型化（国土交通省（2016）） 

表 4-8. 主たる目的の分類 

項目 概要 

安全・ 
安心 
効果 

1 自然災害による被害の軽
減 

 浸水戸数 浸水被害面積 浸水被害額
・災害時の代替機能の確保等 

2 交通の安全の確保 ・交通事故件数 
 生活道路    交通量等

生活の質の
向上効果 

3 交通サービス水準の向上     鉄道 本数 頻度等

4 環境の改善  温室効果  排出量 ・水質等 

5 生活利便性 向上  高次医療施設      性 ・住居系地域の地価 ・人口等 

6 地域コミュニティの形成 ・地域コミュニティの活性化 ・地域合意形成等 
※ヒアリング結果から追加 

生産性向
上効果 

7 生産の増加  企業立地件数 工業用地分譲率 ・製造業出荷額、売上額、農業産出額  取扱量 出荷
量 販売量 ・投資額（設備投資含む） ・商業・工業系地域の地価等 

8 需要の増加  利用者数 利用台数 ・観光消費額、観光収入額 ・観光入り込み客数、訪日外国人数等 

9 雇用の増加  求人数 求人倍率 雇用者数等

10 地域活性化 ・地域住民 参加 賑  創出等 

Tips.

4-1-2 整理 2 利活用 目的 （事例調査）
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利活用 工夫

社会資本整備審議会・交通政策審議会交通体系分科会計画部会専門小委員会（2016）における「ストック効果
 最大化 向     具体的戦略 提言         効果 最大化 向   賢 投資 賢 使   徹底 推進
していくべきであるとされている。また、そのための視点として、①  賢 投資 （施設整備 行 際 投資面 工夫）② 賢
 使  （既存施設 管理  上  施設 運用面 工夫） ③ 「賢く投資・賢く使う」の条件整備の 3 点が挙げられて
いる。そこで、本研究では本内容 参考   既存     利活用  工夫と   利活用 手法 表 4-9 のとおりまとめ
た。 

表4-9. 利活用 工夫 区分

項目 概要 

投 
資 
面 

1 民間投資 誘発 企業等 民間投資 組 合       効果 相乗的 高   必要 応   官民間 対話 実施  企業
等と可能な限り連携をして事業を実施する。  

2 複数事業の一体
的実施 

異  分野 社会資本整備事業 組 合         事業 効果 高   事業間 連携 行  一体的
に実施する。  

3 ハード・ソフトの総
動員 

事業地周辺における規制緩和、避難計画作成・体制整備等、ハードの整備事業と密接に関連する効果的なソフ
ト施策が存在する場合には、これらの事業を組み合わせて実施する。  

4 小さな投資で大き
な効果 

既存施設に小さな投資を加えることによりその施設の機能が大きく高まる場合に、積極的に実施する。  

5 新技術の活用 メンテナンスコスト、事業実施の制約条件、施工コスト等に関して有効な新技術の活用を図る。  

施 
設 
運 
用 
面 

6 施設利用効率 
向上 

施設 利用効率 向上     検討 実施  既存施設 機能 最大限 発揮    

7 施設 高度化 多
機能化の推進 

民間      能力 生  PPP／PFI の活用も含め、施設の付加価値を高め潜在的な生産性を発揮できる
方策を、コストやリスクを勘案しつつ検討し、積極的に実施する。  
例）PPPの手法によりオフィスビルを整備/PFI手法を活用し、地域のニーズを踏まえて、建替え（高層化）/イベン
トの開催やオープンカフェの誘致/コンパクトシティ構築 

8 ビッグデータの活用 ビッグデータ等の情報の分析結果を最大限に活用し、ストック効果を高める。  
例）生活道路    対策必要箇所 事前 特定

投 
資 
・ 
活 
用 
の 
条 
件 
整 
備 

9 情報開示 企業 地域住民等  事業     効果 踏     程度 確実性    将来 行動 計画      事
業計画 完成見通 等 積極的 発信     
例）           高速及 一般道 開通予定  年度   色分   分     情報提供/記載さ
れた将来のインフラ整備計画の時間軸を地図データとしてビジュアル化 

10 地域 協力 連携
体制構築 

利用者 住民 視点 立    事業主体 地域 間 地域内 多様 関係者間 関係行政部局間 総合
的 継続的 協力 連携体制 構築   
例）河川協力団体制度/日本風景街道等の仕組みの活用/官民 連携  取 組          策定/県
商工会、観光連盟等とともに推進協議会を設置 

11 行政手続 円滑
化の推進 

幅広     効果 迅速 発現    可能 限 行政手続 円滑化 図  
例）特殊車両通行許可手続 円滑化/市町村からの相談窓口を一元化 

Tips.

4-1-3 整理 3 利活用 方法 （事例調査）
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主な運営体制 

既存ストックの有効活用を考える上  民間活用手法を含めた運営体制    整理      財政的措置 効率
的 効果的 活用   側面  不可欠 要素    考     川崎市（2008）  川崎市民間活用      
 民間活力 適切 導入 推進      民間活用          民間活用 手法 表4-10のとおりまとめられ
ている。また、本ガイドラインでは、「協働型事業」については、「川崎市協働型事業のルール」に則ることが示されている。し
たがって、本ガイドラインに基づく 7 つの手法に「協働型事業」を加えた 8 つの区分について、表 4-11 のとおりまとめた。 

表4-10. 民間活用手法 類型化

表 4-11. 運営体制の区分 

項目 概要 
1 民営化 

（行政非関与型） 
直営又 民間  業務委託等 実施    事業     社会経済環境 変化等 伴        責任主体 提供主体 
   民間部門 切 替  当該        民間部門     手法
例）市民保養施設/  路線 一部委譲

2 民営化 
（行政関与型） 

     責任主体 提供主体 民間部門 切 替     上記① 同    当該     関連  法制度等 基   本
市 一定 関与      民間事業者 主体性 最大限 尊重   公共     提供  手法
例）保育事業 民営化/事業系ごみ収集 

3 公有財産 民間利用 行政 民間部門 対  土地 建物   公有財産 一定 条件 付  貸 付  民間事業者   公有財産 利用  事
業 展開        行政 施策目的 達成     提供 確保  手法
例）福祉施設建設用地 貸付/鷺沼配水池上部 民間利用

4 支援 民間部門 自  責任 行 公共     活動等 対   本市 補助 助成金 支出等 支援 行  行政 施策目的 
達成と公共サービスの安定化を図る手法 
例）民間保育所施設振興費補助金/高齢者向 優良賃貸住宅供給事業補助

5 PFI ＰＦＩ  施設 設計 建設  維持管理 運営   一括  民間事業者     手法  民間 資金 経営能力及 技
術的能力 積極的 活用    公共     効果 効率 高     有効 手法
例）   野小 中学校/多摩スポーツセンター 

6 公設民営（指定管理者
制度等） 

公設民営   行政 整備  施設 管理運営 民間部門     手法 公設民営 代表例 指定管理者制度    公
 施設 管理運営業務 民間部門 活用  手法
例）入江崎余熱利用   /子ども夢パーク 

7 業務委託 ＰＦＩ 指定管理者制度    制度的根拠 基         私法上 契約（民法第 632 条（請負契約）及 民法
656 条（準委任契約））により、外部の者にゆだねる発注方式 
例）        /図書館業務の一部委託 

8 協働型事業  協働  理念   異  特性 持 主体同士 共通 目標 向         役割 責任     相互 立場 尊重  
対等 関係 立  協力        
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提言４ 「活用」をデザインする

具体的取組 

伊藤ら1（2016）は、「都市再生推進法人によるエリアマネジメントの実態」の中で、実施事業を明らかにし、実態を把
握するための指標として表 4-12 に示す 5 アイテム 30 カテゴリーを設定している。本指標は、社会資本整備審議会都市
計画・歴史的風土分科会都市計画部会（2015）と内田ら（2006）       省略 追加 細分化 行     
られている指標であり、既存ストック活用の手法を分析する上でも応用できる指標であると考えられることから、本分類を基
に項目を設定した。 

表4-12. 実施事業のアイテムとカテゴリー 

法制度 

既存     活用 関連  法制度     ①利活用 制限    制約     許認可又 規制緩和 行  
とを前提とす 制度  ②利活用 助成等   促進    推進  制度    参考      記載  。 
関連  法制度   例  表 4-13、表 4-14 のようなものが挙げられる。 

表4-13. 関連  法制度一例（許認可又 規制緩和 行    前提   制度） 

法制度名 概要 

道路法 道路網 整備 図    法律 道路 一定 物件 施設   設置  道路 占用  際 許可 必要 

道路交通法 交通 安全 円滑 図  道路 交通 起因  障害防止 目的   法律 道路本来 用途 即   使用 交通 妨害 
なるもの等は一般的に禁止されているが、社会的な価値を有するなど一定の要件を備えている際には許可を受けることが可能。 

都市公園法 都市公園 設置及 管理 関  基準   定  法律 公園施設以外 工作物     占用   際 許可 必要 

建築基準法 建築物 用途等 最低 基準 定  法律 一定 範囲 超  規模 構造 用途 建築 場合等 確認 必要 

表4-14. 関連  法制度一例（利活用 助成等   促進    推進  制度）

法制度名 概要 

河川敷地占用許可準則 河川敷地 占有 許可 係 基準等 定  地域 意向 踏    適正 河川管理 推進     目
的   準則 包括占用 特例    占用 許可 受  後 具体的 利用方法 決定    

東京     街並    推進条例
（東京都） 

個性豊  魅力   街並  形成     整備       東京 魅力向上 資     目的   
条例 登録       団体 行 地域     活動 促進     必要 策 講     示している。 

福岡市屋台指導要綱（福岡市） 道路 公園等公共 場所    屋台営業 関  良好 公衆衛生 確保     屋台 利用者 親 
   市民生活 調和          誘導     目的   要綱 

費用等 
既存ストックを活用する際に必要となる、整備・運営に伴う収入・支出について、記載する項目を設けた。 

1 伊藤 孝紀、大矢知 良 三宅 航平 
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提言４ 「活用」をデザインする

利活用 開始するきっかけから開始に至るまでの間について、時期、主体、内容の３項目についてまとめた。 
時期については、取組 行  年に加え、取組から活用開始に至るまでの期間を把握するため、活用開始年  遡  
年数 記載   
主体      実施 至    係 主体  大別  行政 民間（企業 他 市民団体 個人 含 ） 分  
      細分         主体    実施       働    行     協働 連携  ケースの 3 つのケ
ースがあると考えられる。これらの考えを基に、表 4-15 のとおりまとめた。 

表4-15. 主体の区分 

項目 概要 

1 官  行政  主体

2 民  民間  主体

3 官→民  行政    民間（市民）  働   

4 民→官  民間（市民）    行政  働   

5 官→官  行政   別  行政  働   

6 民→民  民間（市民）   別  民間（市民）  働   

7 官×民  行政   民間（市民）  協働 連携

8 民×民  民間（市民）  別  民間（市民）  協働 連携

9 官×官  行政  別  行政  協働 連携

前述   利活用 目的 に対し、  程度 達成         「概ね達成」、「一部達成」、「未達成」の３段階で
評価 行   
併せて、主たる目的のほかに発生した効果等     加  評価 行   

Tips.

4-1-4 整理 4 利活用開始   主 経過 （事例調査）

Tips.

4-1-5 整理 5 利活用後 実態 （事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

川崎市・総合計画（2016年）   5 つの基本施策と23 の政策が示されている。本計画の示す政策と一致してい
るか否かを評価することで、本市への導入可能性を判断することができると考えられる。 
           利活用    成果 得    考    政策 23 の政策から選択した。 

図4-3. 川崎市総合計画における政策体系

Tips.

4-1-6 整理６ 本市への導入可能性 （事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

活用しやすい「パブリック空間」の特徴を知る 

 我々がパブリック空間の活用を考えるとき、対象となる施設が本当に有効活用できるのかどうか悩むこともあるだろう。また
は、どういったパブリック空間を活用したら実施したいことができるのか、といった点も気になると想像される。 
本研究では、ケーススタディとして 60  先進事例 抽出  対象地  規模  立地環境」「タイプ」をまとめていった。その
結果、表 4-16 で示した   条件 満       空間 特 活用    可能性 見     
このように、先進的 有効活用     事例を分析していくことで、活用に向いているパブリック空間の特徴を明らか
にすることができると考える。 

創意工夫で活用できるパブリック空間になる 

 一方  事例調査 結果   活用    条件 当           空間   素晴   活用方法 生   
可能性を秘めていることにも触れておきたい。 
 例   駅  離   地元住民以外    来  立地    小  面積 土地 特殊 設備 要  建物等  
一見   活用 不向       空間    思  。しかし、与えられた条件を活かした手法を選択することで、デメリ
ットがメリットとなる取組ができるのではないだろうか。 

Tips. 4-2-1 活用しやすいパブリック空間の「規模」 
Tips. 4-2-5 特殊 施設       

表4-16. 活用しやすいパブリック空間の条件 

項目 活用しやすいパブリック空間の条件 調査結果 Tips No. 

規模 1,000㎡以上の面積がある 1,000㎡ 1ha の施設が 40％、 
10ha 以上が 29％、1ha 10ha が 18％ 

4-2-1 
4-2-4 

立地環境 市街地や都市近郊の平地にあり、駅から徒歩 10分以内の        立地   

4-2-2 
4-2-4 

 ・地域  市街地の施設が 76％、都市近郊が次いで 17％ 

 ・地形  平地の施設が 90％を占める 

 ・アクセス  最寄駅から徒歩 10 分圏内の施設が 73％ 

タイプ 建物 有   土地  特殊 設備 持   公園 道路    広 一般 開放     

4-2-3 
4-2-4 

 ・形態１    土地利用 78％ 建物利用 22％ 

 ・形態２  土地利用   建築不可 土地利用 方 多 
建物利用   一般建物 利用 過半数

 ・用途分類   土地利用   公園 34％ 道路 26％で半数を占める 
建物利用   文教厚生施設 31％、公共の業務施設が 23％
で半数を占める 

Proposal

4-2 活用しやすい「パブリック空間」を精査する

提言４ 「活用」をデザインする
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提言４ 「活用」をデザインする

活用施設の敷地面積については、60 事例    敷地面積 確認      38 事例（63％）あった。これを総数
としたとき、15事例（40％）が1,000㎡以上１ha未満の施設で最も多く、次いで10ha以上が11事例（29％）、
1ha 以上 10ha 未満が 7 事例（18％）の順に多くなっている。86％の多数を占める施設が、1,000 ㎡以上の敷地面
積を持つ施設であることが読み取れた。 
一方で、0.1  未満の施設についても活用されて  事例            箱庭 屋台等の活用がされていた。 

図4-4. 施設面積 

＜0.01ha, 3事例, 8%

＜0.1ha, 2事例, 5%

＜1ha, 15事例, 
40%＜10ha, 7事例, 

18%

10ha≦, 11事例, 
29%

ダ

＜0.01ha

＜0.1ha

＜1ha

＜10ha

10ha≦

Tips.

4-2-1 活用しやすいパブリック空間の「規模」
（事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

有効活用されている施設の地域、地形については、59事例    確認         地域については、図4-5のと
おり、76％にあたる 45 事例 市街地   施設      地形      図 4-6 のとおり、90％にあたる 53 事例 
平地にある施設であった。市街地、平地にある施設 多  事例 活用        伺   
アクセスについては、図4-7のとおり、60事例のうち、73％にあたる44事例が最寄駅から徒歩10分圏内となっており、
アクセス 良 地域での活用が多くされていることがわかった。 

図4-5. 地域                                       図 4-6. 地形 

図 4-7. アクセス（最寄駅から） 

市街地, 45事例, 
76%

都市近郊,
10事例, 17%

耕地, 1事例, 2% 森林, 3事例, 5%

市街地

都市近郊

耕地

森林 平地, 53事例, 
90%

丘陵地, 6事例, 10% ダ

平地

丘陵地

10分以内, 44事例, 
73%

20分以内, 5事例, 
9%

   車等, 9事例, 
15%

その他, 2事例, 3%

ダミー, 0事例, 0%
10分以内

20分以内

   車等

その他

Tips.

4-2-2 活用しやすいパブリック空間の「立地環境」 （事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

施設の形態については、46 事例 土地 活用事例 9 事例 施設（建物） 活用事例、5 事例 土地と建物の複
合施設 活用事例となっている。複合施設は主たる資産によって区分したところ、図 4-8 のとおり、土地の活用が 47 事例 
建物の活用が 13事例     
土地 活用事例      図 4-9 のとおり、公園用地（16 事例,34%）道路用地（12 事例,26％）で半数以
上を占めていた。 
建物 活用事例      図 4-10 のとおり、一般的な施設の活用が 13 事例   7 事例  半数 占   た。
活用の用途としては、公共の業務施設（3事例,23％）と公共の文教・厚生施設（4事例,31％）が多かった。 

図4-8. 施設の形態 

図 4-9. 用途分類（土地）                             図 4-10. 用途分類（建物） 

土地（建築不可）, 
28事例, 46%

土地（建築可）, 
19事例, 32%

施設（大規模）, 
3事例, 5%

施設（特殊設備）, 
3事例, 5%

施設（一般）, 7事例, 12%

土地（建築不可）

土地（建築可）

施設（大規模）

施設（特殊設備）

施設（一般）

河川 水路 水面, 5事例, 11%
住宅系土地利用, 
1事例, 2%

商業系土地利用, 
4事例, 9%

その他の建築用地, 
2事例, 4%

公園用地, 
16事例, 
34%

駐車場   他空地, 1事例, 2%

道路用地, 
12事例, 
26%

鉄道用地,
3事例, 6%

その他, 3事例, 6%

河川 水路 水面 住宅系土地利用

商業系土地利用 その他の建築用地

公園用地 駐車場   他空地

道路用地 鉄道用地

その他

住宅系施設, 1事例, 7%

業務系施設(民間), 
1事例, 8%

商業施設, 
1事例, 8%

宿泊施設, 
1事例, 8%

運輸倉庫施設, 
2事例, 15%

業務施設(公共), 3事例, 23%

公共・文教厚生施設, 
4事例, 31%

住宅系施設 業務系施設(民間)

商業施設 宿泊施設

運輸倉庫施設 業務施設(公共)

公共・文教厚生施設

Tips.

4-2-3 活用しやすいパブリック空間の「形態と用途分類」
（事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

条件を満たしている活用事例 

Tips. 4-2-1 から Tips. 4-2-3        事例調査  分      活用          空間 特徴 整理 
てきた。実際にこれらの条件に合うパブリック空間の活用事例     土地 建物     を紹介する。 

●三宮中央通り2

三宮中央通り地区  市道三宮中央通  中心  三宮    街 旧居留地 
フラワーロード、元町商店街・南京町を擁する結節点に位置する、約 5ha  神戸 
中心商業地である。 
当地区 含  神戸 都心部 空洞化 阪神大震災 被害    商業地  
ての機能が大きく低下していた。    中心市街地 活性化 震災復興 先導的
なプロジェクトの中で当地区も再整備されることとなり、歩道の拡幅や、アーケードを撤去し店舗ごとに日除けテントを設置す
る等の   化 行い、通りの賑わいを演出する手段としてオープンカフェの社会実験実現を位置付けた。2005 年度 社
会実験について、     調査      調査等  利用者 歩行者  非常 良 評価を得られ、歩行者交通量 
ついても、平日・休日ともに増加していた。 
社会実験でなくなった2006年度以降  通  賑       新  生  変   通    良          思
いを重視し、継続実施することとなった。オープンカフェの実施は、通りの賑わいづくりのほか、自転車乗 入  抑制等 効
果も得られている。 

●アーツ千代田33313

アーツ千代田3331 は、閉校した学校をリノベーションして、アートの拠点としてオー
プンした東京都千代田区の施設である。アートによるまちづくりを推進しようとしていた
千代田区は、新たな文化芸術の拠点施設を整備するプロジェクト「ちよだアートスクエ
ア」の拠点として、アートスクエアの必要条件である、教室形式の個室や空間・講堂
や体育館等の設備・交通アクセス等を勘案し、当該学校跡地を選んだ。 

施設の内容として、1 階はメインギャラリーのほか、コミュニティスペースやラウンジ、
カフェ、遊ばなくなったおもちゃを交換できる「かえっこ」スペース、2階は現代アートギャ
ラリーが並ぶフロアに加え、スポーツやイベント会場として活用されている体育館、3
階は文化や芸術関係の団体が集まるオフィスフロアとなっている。そのほか、地下 1
階にもギャラリースペースやレンタルスペース、屋上にはオーガニック菜園がある。 
利用者  20 40 代 比較的若 世代 4 割以上を占めており、来館者数
は、2013 年度  60 万人、2014 年度  70 万人を突破した。

2  都市づくりパブリックデザインセンター(2007);公共空間の活用と賑わいまちづくり;学芸出版社,pp.93-96 
3 一般社団法人 地域活性化センター(2016); 地域づくり（別冊）「平成27年度 地域活性化       社会資本           地域活性
化  ;一般社団法人 地域活性化センター,pp.48-53 

項目 概要 

敷地面積 1.5ha 

地域・地形 市街地・平地 

アクセス 最寄駅から 10分以内 

形態1・2 土地 建築不可

用途分類 道路用地 

項目 概要 

敷地面積 3,724㎡ 

地域・地形 市街地・平地 

アクセス 最寄駅から 10分以内 

形態1・2 複合・建物（一般） 

用途分類 公共・文教厚生施設 

Tips.

4-2-4

写真 4-1. アーツ千代田 3331(1階フロア) 

ケース よく使われる施設の条件を満たした活用事例
（三宮中央通り、アーツ千代田 3331）
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提言４ 「活用」をデザインする

活用方法が限定される施設もある 

60  事例調査    建物 活用 行
    事例 13事例  （Tips.4-2-3 
図 4-8.施設の形態）が、そのうち、宿泊
機能や機械設備といった特殊な設備を有
する施設は図 4-11 のとおり 3 事例  建
物 活用事例 23％       一見
使いづらそうな施設であっても、活用されて
  事例        特殊 設備 有 
 施設 活用    事例 紹介   

図4-11. 施設（建物）の形態 

●京阪電車 中之島駅   酒場4,5

京阪電車 中之島駅   酒場  大阪市内にある駅     電車 活用  飲食物 販売及 飲食     設
  事例    京阪電車 中之島線 延伸        2008年 新  4 つの駅がオープンした。そのうちの一つであ
 中之島駅 使用  利用者 増加  中之島線 PR のため、2016年6月に４日間、ホーム酒場を開催することがで
きた。 
事業の効果としては、4日間で7,000人程度 来場    好評 博      現在   2018年６月  第４回
目のイベントを開催するまでに至っている。 

写真4-2. 中之島駅   酒場 様子（京阪電車HP） 

4 影山裕樹(2018);      路上     方;DU BOOKS;pp.72-97 
5 京阪電車       ; https://www.keihan.co.jp/corporate/release/upload/2018-05-24_nakanoshima.pdf (2019/2/20参照)

Tips.

4-2-5

施設（大規模）, 
3事例, 23%

施設（特殊設備）, 
3事例, 23%

施設（一般）, 
7事例, 54%

施設（大規模）

施設（特殊設備）

施設（一般）

特殊 施設       
（京阪電車 中之島駅ホーム酒場）
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提言４ 「活用」をデザインする

よく用いられる活用の「手法」を知る 

我々が活用に向けて次に考えるべきことは、対象のパブリック空間において達成したい目的のために「どういった活用の手
法があるのか」という視点である。 
本研究では、ケーススタディとして 60  先進事例 抽出  対象地  利活用 目的 、 利活用 工夫 、「主な運営
体制」、「具体的取組」、 法制度            結果 表 4-17 のような手法がパブリック空間の活用のためによく
用いられていることが明らかとなった。 
このように、先進的な事例の活用手法を分析していくことで、望ましい活用の手法を明らかにすることができると考える。 

表4-17. よく用いられる活用手法 

項目 よく用いられる活用手法 調査結果 Tips No. 

利活用 目的 需要の増加や、地域活性化、地域コミュニテ

ィの形成等、周辺住民  還元 目的   

 利用者数 増加 含  需要 増加  目的   事例 

最も多い（22事例） 

・「地域活性化」（18 事例）と「地域コミュニティの形成」

（16 事例） 目的   事例 次  多 

4-3-1 

利活用 工夫 地域 協力 連携体制 構築      民

間投資を誘発する等、公共   行   民

間 力 借  工夫 

  地域 協力 連携体制構築 （22 事例）  民間投資

の誘発」（16 事例） 多 使   工夫   挙    
4-3-2 

4-3-3 

主な運営体制 公共 所有  施設  民間 管理 運営

する 

 公有財産 民間活用 （22 事例）      民営化 

（計 11 事例）  市民協働 連携 （6 事例）   運営

事例 多 

4-3-4 

具体的取組 飲食 伴 事業  市民 活動 資  事

業に取り組む 

・「物販・飲食事業」が最も多く（30 事例）          

も 3 番目に多い結果となった（15 事例） 

          交流  2番目に多かった（20事例）。これ

に加え、視察やヒアリングにおいてもイベント実施や、芸術活動

を重要視する声が聞かれた 

4-3-5 

4-3-6 

4-3-7 

法制度 法制度   許可・認可を受けて実施するこ

とは多いが、促進 推進  法制度 活用 

必ずしも必要ではない 

 都市公園法 道路法 道路交通法 許可 認可事例 10

を超える 

 促進 推進  法制度 活用割合 27％ 

4-3-9 

Proposal

4-3 活用の「手法」を精査する

提言４ 「活用」をデザインする
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提言４ 「活用」をデザインする

 利活用 目的      目的 必   １  絞   事例      鑑  ３つまで選択可能とした。その結果、図
4-12のとおり、最も多かったのが「需要の増加」（22事例）であった。この項目は、観光入り込み客や訪日外国人等を含
めた利用者数の増や、そうした方たちによる観光収入額の増を目的としているものであり、収益につなげることを目的とした事
例 多    読 取  。 
次いで多いのが、「地域活性化」（18 事例）、「地域コミュニティの形成」（16 事例）であった。これらはいずれも地域
住民 対象   目的    地域 密着  活用 目的   事例 多    読 取  。 

図4-12. 利活用 目的

0 5 10 15 20 25

災害対策

安全確保

サービス水準の向上

環境の改善

生活利便性 向上

地域コミュニティの形成

生産の増加

需要の増加

雇用の増加

地域活性化

その他

※3つまで複数選択可

Tips.

4-3-1 先進事例  読 解  利活用 目的 
（事例調査）

106



提言４ 「活用」をデザインする

  利活用 工夫     利活用 目的 同様 複数 工夫 組 合     事例      鑑  ３   選択
可能とした。その結果、図 4-13 のとおり、最も多かったのが「地域 協力 連携体制構築 （22 事例）であった。一事業
主体    運営     地域等様々 方 協力 得   運営  など 地域 入 込  事例 多       読
み取れた。 
次いで多いのが、施設運営に際して付加価値を高めるため、PPP/PFI  含  民間     活用 民間投資    
トック効果の向上等 民間活力 関連  工夫    高度化 多機能化 推進 （21 事例）  民間投資 誘発 
（16事例）であった。 

図4-13. 利活用 工夫

0 5 10 15 20 25

民間投資 誘発
複数事業の一体的実施

ハード・ソフト事業の組み合わせ
小さな投資で大きな効果

新技術の活用
施設利用効率 向上

高度化 多機能化 推進
ビッグデータの活用

情報開示
地域 協力 連携体制構築
行政手続 円滑化 推進

その他

※3つまで複数選択可

Tips.

4-3-2 先進事例  読 解  利活用 工夫 
（事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

 利活用 工夫 多く扱      民間投資 誘発      具体的 事例 1 つ紹介する。 

大阪府営泉佐野丘陵緑地6,7での取組 

●概要 
大阪府営泉佐野丘陵緑地  21 世紀に大阪府泉佐野市でオープンした府営公園である。 この公園は、大阪平野の
南部 山 街    縁（  ） 位置   景観 大切   公園   環境 配慮  公園   地域 活性化 寄与
する公園」、「シナリオ型の公園」を公園づくりの方針として掲げている。 
1997 年  同土地  泉佐野      事業 頓挫     跡地 土地利用 方向性   都市公園事業（新
  公園    考 方 取 入    ）   整備     最適  土地利用検討委員会 提言 受  2007 年
10月に公園基本計画が策定された。 
特徴の一つとして、地域の方々と一緒につくる公園ということが挙げられる。公園づくりは、パーククラブというボランティア団
体 大阪府 協働  企画 運営 行い、学校や地場産業、企業や各種団体等と連携して進められている。 

●企業ＣＳＲによる運営 
  公園   民間 資金        力     一           府民 育  緑地     進     
 大阪国際花 緑 博覧会   参加      設立    関西 基盤   企業     大輪会    府民 育 
 緑地     趣旨 賛同 支援 行     
支援は大きく「公園づくりへの支援」と「地域づくりへの支援」の２つに分けられる。「公園づくりへの支援」としては、テントや
倉庫、高速炭化炉のほか、人材育成講座の開催や育苗温室、ボランティア活動用の草刈機等、2008年度  10  年
にわたり、総額 2 億円相当 機材等 支援 行       地域     支援      公園 育  花苗  御堂
筋 通天閣 関西国際空港       府内各所      空間等 提供  等  地域活性化等 役立 公園  
   具現化  支援 行      

写真4-3. パークレンジャーの養成                       写真 4-4. 通天閣への花苗の提供 

6 大阪府営泉佐野丘陵緑地       ; http://izumisano-kyuryo.jp/ (2019/2/20 参照)
7 大阪府のホームページ; http://www.pref.osaka.lg.jp/kishido/kishido-home/izumisano.html (2019/2/20 参照)

Tips.

4-3-3 ケーススタディ 企業を巻き込んだ施設運営
（大阪府営泉佐野丘陵緑地）
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提言４ 「活用」をデザインする

運営体制については図4-14 のとおり、確認できた 51事例のうち、43％にあたる 22事例   公有財産 民間利用 
   運営 行       公有財産 民間利用    行政 民間部門 対  土地 建物等の公有財産を一定の
条件 付  貸 付  民間事業者   公有財産 利用  事業 展開  体制       民間事業者   公
有財産の活用が進んでいることが読み取れた。 
次    市民協働 連携    事例（6 事例） 民営化     事例（行政非関与型 6 事例 行政関与
型 5 事例） 並  行政   直営以外  活用 多 行        読 取   

図4-14. 主な運営体制 

民営化（行政非関与型）, 
6事例, 11%

民営化（行政関与型）, 
5事例, 10%

公有財産 民間利用, 
22事例, 43%

支援, 1事例, 2%

PFI, 4事例, 8%

公設民営（指定
管理者制度等）, 
3事例, 6%

業務委託, 0事例, 0%

市民協働 連携, 6事例, 12%

その他, 4事例, 8%

民営化（行政非関与型）

民営化（行政関与型）

公有財産 民間利用

支援

PFI

公設民営（指定管理者制度等）

業務委託

市民協働 連携

その他

Tips.

4-3-4 先進事例  読 解  主 運営体制 
（事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

 具体的取組      複数 取組 組 合     事例      鑑  5 つまで複数選択可能とした。その結果、
図4-15 のとおり、最も多かったのが「物販・飲食事業」（30事例）であった。次            交流 （20事例）、
「オープンカフェ」（14事例）の順に多い結果となった。飲食物 含   物品 販売 行 「物販・飲食事業」や、飲食物
の提供に加え、テーブルとイスの設置等により飲食スペースも提供している「オープンカフェ」といった、食に関する取組が多く選
択されていることが読み取れた。 

図4-15. 具体的取組 

0 10 20 30 40

マルシェ
歩行者天国

芸術
文化
教育

物販・飲食事業
セミナー・シンポジウム

オープンカフェ
        交流
情報発信拠点

広告事業
地域案内
サイン・地図

調査
防災・防犯活動
美観形成・緑化

美化・清掃
駐車 駐輪対策

駐車場共通化事業
  管理共同化事業
テナントリーシング事業

空き店舗対策
不動産事業（開発 管理）

コミュニティバス
コミサイ・レンタサイクル

エネルギー
エリア協働販促

交流     整備 運営
その他

※5つまで複数選択可

Tips.

4-3-5 先進事例  読 解  具体的取組 
（事例調査）
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提言４ 「活用」をデザインする

具体的取組   多 扱              交流           調査 行 中 話を聞くことができたので、紹
介する。 

コトニアガーデン新川崎での取組 

●概要 
コトニアガーデン新川崎は、ＪＲ東日本の旧北加瀬社宅跡地の一部を開発して2018年4月にオープンした複合施設
である。フィットネスクラブや飲食店等 商業施設    認可保育園 有料介護老人    賃貸用     等多様な
施設が入居している。運営は、「住みたくなる街           掲  株式会社      東日本都市開発 行  
   多世代交流 促進  事業     子  (codomo)+と(to)+シニア(senior)」を混ぜた造語であるJR東日本の
「コトニア」ブランドを推進している。イベント等   地域交流 意識  作   広場 施設 中央 貫       近
隣 公園  接続       24 時間通り抜けが可能となっている。賃貸住宅    各施設 広場  距離 近  
特徴の一つである。 

●イベント開催の目的と効果 
この事業では、まちの賑わいを創ること、エリア全体の価値を向上させることを目的としている。エリア全体の価値を向上さ
     多世代 多様 住民 交流        環境  必要    考     
多世代交流 環境       地域 特性 考慮  高齢者 方々 外出                  子育
て世代等 新  世代 流入 考慮      等 企画 行        開発段階  周辺地域  接点 増  
ことで、複数町内会 合同 実施    祭   参画                     周辺地域 含  住民 
の共通体験を増やしていくきっかけとなっている。 
現在はイベントの企画運営を会社側が中心となって行      単発 事業 なりがちだという。将来的には、地域の
方が自主的にイベントを実施できるような仕組みを整備し、常に何かイベントをやっているような環境とすることで、多世代交
流    賑             目指     

図4-16. コトニアガーデン新川崎マップ               写真 4-5. 北加瀬神輿              通行

Tips.

4-3-6 ケーススタディ イベント開催が地域と繋がるツールに
（コトニアガーデン新川崎）
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提言４ 「活用」をデザインする

 具体的取組の「芸術」（10 事例）（Tips. 4-3-5）について、英国での視察の中で話を聞くことができたので、紹介す
る。 

アートの活用によるパブリック空間への効果 

英国では、市街に多くのパブリックアートが活用されていることが分かった。これらのパブリックアートについては、地区ごとにそ
れぞれ活用の背景と効果があった。 

●ブリストル市内でのアートの活用 
City ID によると、1994 年         公共交通     分かりにくいものだっ
     市内           集合住宅           等 整備 行   
         独自 行      開発 進           分     徒
歩           住民 訪問者 都市体験         考        
ート等を活用し、「分かりやすいまち」を目指すこととなった。 
ブリストルは芸術家バンクシーの出身地でもあり、ストリートアートが有名であるため、古
くて使われなくなった場所にアーティストを呼ぶThe Outsideというものを展開しており、街
としてアートを推進している。 
     市民 潜在意識 働    有効 手法        人通  少   
っている場所にパブリックアートを配置することで、そのアートを目的とした人たちを呼び込み、
活気を取り戻すこともできる。 

●ケンジントン・アンド・チェルシー区（ポートベロー・マーケット）でのアートの活用 
ポートベロー・マーケットは、1865年  開      家具 飲食物     
ハンド等を取り扱っているマーケットである。ストリート内には殺風景な壁が続くとこ
ろがあったが       活気      見         
活気がない場所というのは、オープンスペースとしてはマイナスな影響を及ぼすこ
                   良    考     人アーティストに、人との
つながりのため、国内の動物園からチンパンジーが脱走した事件とその周辺のスト
ーリーをテーマに、壁に描いてもらった。 

●ケンジントンガーデンズ、ハイドパークでのアートの活用                                       
この 2 公園      中心部 位置  王立公園            憩
いの場となっている。 
園内              周辺           設     記念撮影
   人 姿        日曜  園 柵 外側 行政  許可 受    
          展示 販売 行   等、活動の場ともなっていた。 

Tips.

4-3-7

写真 4-6. 

ブリストル市内のパブリックアート

写真 4-7. ポートベロー・マーケットの壁の絵

写真 4-8. ケンジントンガーデンズのアート作品

ケーススタディ パブリックアートの様々な効果
（英国各地）
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提言４ 「活用」をデザインする

 文献   調査 行  活用事例     実際に視察することができたので、紹介する。 

●INN THE PARK 愛鷹運動公園 沼津市少年自然 家8,9

インザパークは、静岡県沼津市にある愛鷹運動公園内の沼津少年自然 家 リノベーションした複合宿泊施設である。
駅から車 約 18分 立地   、広大な自然に囲まれた空間となっている。 
2016年 施設 老朽化  近隣自治体 類似施設  顧客流出等   市 同施設 手放        これによ
り、(株)インザパークが P-PFI    管理運営 行    。 
もともと、宿泊棟等 建物 自然教室 利用    施設
       学校   見   机   等 備品 多 見
受けられた。また、森の中に設置された球体テント(P.87)は、
明       夜 暗 森 中 浮  上   見      
幻想的な雰囲気を醸し出していた。こうした画像が SNS によ
り拡散され、予約が殺到しているという。 

図4-17. INN THE PARK リーフレットより 

8 馬場正尊,飯石藍,菊地マリエ,松田東子,加藤優一,塩津友理,清水袖襟子(2018);公共 R不動産            公民連携         ;
㈱学芸出版社,pp.98-101 
9 泊まれる公園「INN THE PARK」¦静岡県沼津市 のホームページ; https://www.innthepark.jp/ (2019/2/20参照) 

Tips.

4-3-8
ケーススタディ リノベーションによる公園の新たな活用

（INN THE PARK 愛鷹運動公園・沼津市少年自然 家）

写真4-9. 下駄箱が残る廊下（左）、再利用     机（右） 
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提言４ 「活用」をデザインする

既存ストックの活用に関連する法制度      文献等  関連       読 取     抽出     
 利活用 制限    制約     許認可又 規制緩和 行う   前提   制度         活用    
 法制度 図 4-18、表 4-18 にまとめた。道路法 道路交通法 都市公園法 河川法          空間 個別 
対象   法律 許可 認可等 受    事例 多 見       多 選択     具体的取組  物販 飲食事
業」であった（Tips. 4-3-5）ことと関連してか、食品衛生法の許可 受    事例 多 見    
 利活用 助成等   促進    推進  制度      、図 4-19 のとおり 27％にあたる 16事例 活用   
ていたので、一部を抜粋して表 4-19           法制度  対象地域や条件が限定されているものが多く、また種
類も多岐にわたるため、許認可 関  法制度 比  一つの制度 対  事例 数 少     読 取      各
地方自治体 個別 制定    法制度等 見受     

図4-18. 事例    活用      許認可又 規制緩和 行    前提   主 制度

0 5 10 15 20

道路法

道路交通法

都市公園法

河川法

建築基準法

食品衛生法

※3つまで複数選択可

Tips.

4-3-9 先進事例  読 解  法制度 
（事例調査）
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表4-18. 事例    活用      許認可又 規制緩和 行    前提   主な制度 

法制度名 概要 事例 

道路法 道路網 整備 図    道路 関   路線 指定及 認定 管理 構造 保全 

費用 負担区分等 関  事項 定  法律(1 条) 道路上 電柱 公衆電話 設

置や、地下の上下水道の埋没な  道路 一定 物件 施設   設置  継続  道

路 使用  (道路 占用)には、道路管理者 許可 必要   (32 条)。また、許可

 受  場合   占用料 発生  (39 条)。 

道路法 道路交通法 道路上 使用

に関  法律      同時 許可 

必要   場合 多 見    

日本大通り(横浜市)やもてなし広場

(高崎市)、久屋大通(名古屋市) 行 

れているオープンカフェ等。 道路交通法 道路    危険 防止        他交通 安全 円滑 図    道路 交通

 起因  障害 防止 資     目的   法律(１条) 道路 特別 使用行為

で、交通の妨害又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは一般的に禁止されている

が(76 条)、社会的な価値を有する場合、公益上又は社会の慣習上やむを得ないと認め

られる等、一定の要件を備えていれば、許可を受けることができる(77 条)。 

都市公園法 都市公園 設置及 管理 関  基準   定  法律(1 条)。公園施設以外の

工作物その他の物件又は施設を設け  都市公園 占用          公園管理

者の許可が必要となる(6 条)。 

このほか、飲食店、売店等の設置と、当該施設から生ずる収益を活用した施設の整

備 改修等 一体的 行 者  公募   選定      民間 投資 誘導 公園

管理者 財政負担 軽減 都市公園 質 向上 公園利用者 利便 向上などを図

 整備 管理手法（P-PFI）についても規定されている(5 条 ２ ５条 ９)。 

          設置管理    上

野恩賜公園(東京都)や、災害発生時に

防災施設へ転用可能なカフェを設置して

いる駒沢オリンピック公園(東京都)等。 

P-PFI の活用は、老朽化施設    

      公園空間 一体的利用  

る、日本初の泊まれる公園である「INN 

THE PARK 愛鷹運動公園・沼津市少

年自然 家 (沼津市)等。 

河川法 河川     災害 発生 防止 河川 適正 利用 流水 正常 機能 維持 

及 河川環境 整備 保全      総合的 管理        国土 保全 開発

  寄与 公共 安全 保持 公共 福祉 増進      目的   法律(１条)。

河川は原則として誰もが自由 利用          河川の水の取水や土地の排他・

独占的な使用(国有地のみ)、砂等の採取(国有地のみ)、工作物の設置、土地の形状

 変更 竹木 栽植 伐採 河川保全区域内 土地 形状変更   工作物 設置

   行為  許可 必要   (23 条 27 条、55 条)。 

遊覧船やデ        運行 川 

生   観光振興 行     松川遊

覧船(富山市)等。 

建築基準法 建築物 敷地 構造 整備及 用途 関  最低 基準 定  法律(1 条)。一定

の範囲を超える規模、構造、用途の建築物を建築（新築・増築・改築・移転）しようと

する場合、大規模の修繕、大規模の模様替えをしようとするときは、建築主は、建築主事

等の確認を受けなければならないとされているが(6条)、仮設建築物に関しては建築基準

の緩和などの規定が設けられている(85 条)。また、病院やホテルといった特殊建築物に施

設の用途 変更  場合    建築確認等 手続 必要   場合   (87 条)。  

仮設建築物としてプレハブを建て、公

園        行    大通公園

(札幌市)等。 

食品衛生法 食品の安全性の確保のために、必要な規制その他の措置を講ずることで飲食に起因す

る衛生上の危害の発生を防止する法律(1 条)。食品衛生法施行令 定  営業営業

を営む際は、許可を受けなければならない(51 52 条)。 

オープンカフェを実施している中央公園

(千葉市)や、ケータリングカーによる飲食

 提供 行 大丸有地区  屋台村(東

京都)等。 
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図4-19. 利活用 助成等   促進    推進  制度 活用    事例 割合

表 4-19. 事例    活用      利活用 助成等   促進    推進  制度(一部抜粋) 

法制度名 概要 事例 

河川敷地占用許可準則 河川敷地の占有の許可に係る基準等を定め、地域の意向を踏まえつつ適正な河川管

理 推進     目的   準則 包括占用 特例    占用 許可 受  後 具

体的 利用方法 決定    

水辺のオープンカフェ(広島県京

橋川) 

とんぼりリバーウォーク(大阪市) 

公共施設オープン・リノベ

ーション・マッチングコンペテ

ィション(総務省) 

自治体 使      公共施設 総務省             民間  活用

案 募集 民間   応募      自治体 運営事業者 建築家        

  公共空間 活用手法 総務省 共同提案   

Shibamata FU-TEN Bed 

and Local 

道を活用した地域活動の

円滑化         

ン（H17・国土交通省）

 地域振興    祭       場    道路 利用   道路空間 活用  期

待 高      中 地域活動 円滑 実施     手法          収益活

動や非収益活動、両方の活動を組み合わせたもの全てを対象としている。 

三宮中央通り(神戸市) 

東京のしゃれた街並みづく

 推進条例(東京都) 

個性豊  魅力   街並  形成     整備       東京 魅力向上 

資     目的   条例 登録       団体 行 地域     活動 促進  

ために必要な策を講ずることを示している。 

六本木 ルズ 

足立区     設置要

綱(東京都足立区) 

まちの中に、ゆとりとふれあいのプチテラス(ポケットパーク)をつくることにより、都市緑化の

推進、都市景観の演出、安全性の確保、コミュニティの醸成の向上を図ることを目的とす

 条例 用地買収選定基準等を定めている。 

六町       

納涼床設置規則(京都

鴨川納涼床共同組合) 

 伝統と風情、美観を守るため、営業期間や時間の外の看板広告の禁止や、照明の明

るさ等を、組合が自主的に定め、各店舗への遵守を求めている。 

鴨川納涼床(京都府) 

福岡市屋台指導要綱

(福岡市) 

道路 公園等公共 場所    屋台営業 関  良好 公衆衛生 確保     

屋台 利用者 親    市民生活 調和          誘導     目的   

要綱。 

屋台 

活用している, 
16事例, 27%

活用していない, 
44事例, 73%

活用している

活用していない
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提言４ 「活用」をデザインする

「整備・運営に伴う支出・収入」については、事業 性質 規模等   求    収支 規模 異 るため一元管理
が難しいことに加え、利活用 工夫(Tips. 4-3-2)や主な運営体制(Tips. 4-3-4) 法制度(Tips. 4-3-9)等でも参照
することができることから、一元的な集計は行     。 
参考として、国 制度   実施    補助金等を活用して、施設の改修等にかかる費用の軽減につなげた事例 ２

つ紹介する。 
●例1 アルテピアッツァ美唄10

         美唄   北海道美唄市   旧小学校跡 活用  
生まれた芸術施設であり、建物にはギャラリー、アートスペース、カフェ、スト
ゥディオが設置されている。 
美唄市役所 活用 向  構想    協力       財源 確保
が課題となった。そこで、過疎地域において現在使用されていない家屋等
     有効活用 整備 行       交流 場   再生 図  地
域 振興及 地域     向上並  都市  交流 促進 資     目的   事業         C&C モデル
事業」11（旧国土省） 応募      採択   体育館           改修 行      1992 年   過
疎地域 離島等 特定地域 活性化 担 手   若年層 定住 促進     主     として実施する事業に
対  積極的 支援 行  特定地域    若者定住促進等緊急       12（旧自治省） 応募        
  採択   同施設 年次整備計画 策定 着手          

●例2 医療福祉複合型施設 わたらい13

「医療福祉複合型施設 わたらい   三重県度会町   旧小学校
跡 活用  生   医療福祉複合型施設     診療所   通所  
          小規模多機能型居宅介護   認知症対応型共同生活
介護   高齢者専用賃貸住宅  ５  機能   高齢者 健康管理
 療養 場        地域住民 雇用 子     遊 場 地域 
人を結びつける拠点としての機能ももっている。 
国 従前  支援    介護基盤 整備     特別養護老人 
ームの入所申込者増等     踏   各都道府県 造成  基金（介護基盤緊急整備等臨時特例基金） 原資
   補助 実施   介護基盤緊急整備等特別対策事業補助金 14（厚生労働省） 当時設置      改修等
    財源         補助金   助成 受  整備 行        

10 一般社団法人 地域活性化センター(2016); 地域づくり（別冊）「平成 27 年度 地域活性化       社会資本           地域活
性化  ;一般社団法人 地域活性化センター,pp.30-35 
11 ２１世紀 国土         戦略推進指針 平成 11年 6月(国土交通省)のホームページ; 
http://www.mlit.go.jp/kokudokeikaku/zs5g/sankou_a.html (2019/2/20 参照) 
12 全国山村振興連盟(1997);山村振興速報 第 726 号;全国山村振興連盟 
13 一般社団法人 地域活性化センター(2016); 地域づくり（別冊）「平成 27 年度 地域活性化       社会資本           地域活
性化  ;一般社団法人 地域活性化センター,pp.66-71 
14 介護基盤の緊急整備について(厚生労働省)のホームページ; https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/05/02.html (2019/2/20 参照) 

Tips.

4-3-10

写真 4-11. 医療福祉複合型施設 わたらい

写真 4-10. アルテピアッツァ美唄ストゥディオ

先進事例から読み解く「費用等」
（アルテピッツァ美唄 医療福祉複合型施設 わたらい）
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データベース化 求める情報にアクセスできる仕掛けをつくる 

本研究では図 4-1(P.88)で示した「有効活用に必要な条件の区分  基  先進事例 整理     総括表
（Tips. 4-4-1） 作成   本表  各事例 条件に即して体系的にデータベース化されているため、パブリック空間の
活用を考えている担当者が求める条件         事例 抽出         
我々がパブリック空間の有効活用に向けて新たな一歩を踏み出す際、はじめに類似  事例 参考      近道 

         先進事例 経過や、状況が分かれば、活用に向けたプロセスを構築することも容易    だろう。そこで、
図4-20に示すイメージのように、総括表をデータベースとして応用           事例参照できるインターフェース
を構築することを提案する。これにより、ストレスなく、求める情報へアクセスすることが可能となると考える。 

Tips. 4-4-1 先進事例     総括表

   化 必要な情報を簡潔に・分かりやすく示すフォーマットをつくる 

総括表をデータベースとして活用することにより、自身の求    事例 確認  後 具体的 事例 内容を確認する
ことになるだろう。その際に、総括表では、複数の事例 把握 傾向 読 解     有効である一方、個々の事例の全
体像を把握する  不向    。そこで、1      対象事例 全体像 把握     できるカルテの作成を提案
する。これにより、総括表では示しきれない詳細な情報を確認できるほか、参考文献や活用の実施主体も掲載していること
から、本カルテを足掛かりにして詳細情報を入手していくことも可能となる。 

Tips. 4-4-2 事例集 既存    活用事例カルテ 

総括表とカルテは、どちらか一方のみでは効果を発揮しない。求める情報へのアクセスという点において総括表を用い、次
に、具体的な情報を、分かりやすい形で確認するという点においてカルテを用いることが重要である。そして、総括表とカルテ
を連携させたパブリック空間活用のためのインターフェースをつくり、使いこなすことが、パブリック空間の活用に向けた大き
な起爆剤となるだろう。 

図4-20. インターフェース活用のイメージ 

Proposal

4-４ 活用のためのインターフェースをつくり、使いこなす

提言４ 「活用」をデザインする
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     調査 中 得 様々 事例調査結果 分析 紹介     本研究    調査 進  過程  先進事
例 傾向分析    行  すいものにするか検討を重ね、図 4-21 図 4-22 の総括表を作成した。 
この総括表は、横 見     各事例 選択式   調査結果 一覧   見                記載して
ある項目は提言4-1において区分   対象地 概要   利活用 目的   利活用 方法   利活用後 実態   本
市  導入可能性      利活用開始   主 経過       事例 応  活用開始   期間 取組 件数
 異   複雑     総括表  省略     
また、縦 見     各項目 傾向 把握     可能    例   Tips. 4-2-2 で取り上げた「地域」の項目を
縦 見     調査事例全体 傾向 把握     可能    さらに、図 4-23 のような集計表を作成することで、具
体的 数値   見       特 多い項目や、少ないが選択されている項目等も一目で確認することができるようにな
る。本提言      各項目    一元分析   行      総括表 上手 使     二元 三元    分
析 行    可能       

Tips.

4-4-1 先進事例     総括表 （事例調査）
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図
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①
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図
4-
22
. 
総
括
表
（
一
部
抜
粋
）
②
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図4-23. 集計表（一部抜粋） 
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本研究 中 先進事例 調査 行         必要 情報 何   考   そして様々な文献から抽出した項
目 沿  事例調査 行    中  必要 情報 取捨選択     提言 4-1 に示した分類となった。それと同時に、
調査               見    重視  更新 行    結果 次   以降に示す「既存ストック活用事
例    を作成した。表4-20 に示したとおり、図 4-24 図 4-30 は、提言4     触  事例    調査    
を抜粋して掲載している。この様式では、選択式の分類においても、具体的な内容が記載できるようになっている。 
本調査シートでは、必要項目の精査や、選択式・記述式の分類をすること等の工夫により、入力 内容確認等 容易
 行          

表4-20. 掲載    既存    活用事例   一覧

カルテ No. 事例名 図 No. Tips No. 

1 京阪電車 中之島駅 ホーム酒場 図 4-24 4-2-5 

6 アルテピアッツァ美唄 図 4-25 4-3-10 

10 医療福祉複合型施設 わたらい 図 4-26 4-3-10 

13 泉佐野丘陵緑地 図 4-27 4-3-3 

16 アーツ千代田 3331 図 4-28 4-2-4 

25 神戸市 三宮中央通 図 4-29 4-2-4 

57 INN THE PARK 

愛鷹運動公園 沼津市少年自然 家
図 4-30 4-3-8 

Tips.

4-4-2 事例集 既存    活用事例   （事例調査）
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図4-24. 既存    活用事例   ① 京阪電車 中之島駅 ホーム酒場」 
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図4-25. 既存    活用事例カルテ②「アルテピアッツァ美唄」
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図4-26. 既存    活用事例   ③ 医療福祉複合型施設 わたらい」
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提言４ 「活用」をデザインする
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提言４ 「活用」をデザインする

図4-27. 既存    活用事例   ④ 泉佐野丘陵緑地 
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提言４ 「活用」をデザインする

131



提言４ 「活用」をデザインする

図4-28. 既存    活用事例カルテ⑤「アーツ千代田 3331」
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提言４ 「活用」をデザインする
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提言４ 「活用」をデザインする

図4-29. 既存    活用事例   ⑥ 神戸市 三宮中央通  
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提言４ 「活用」をデザインする
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提言４ 「活用」をデザインする

図4-30. 既存    活用事例カルテ⑦「INN THE PARK 愛鷹運動公園 沼津市少年自然 家 
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提言４ 「活用」をデザインする
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1.提言のまとめ
2.研究成果における課題と展望
3.「新たな場ブリック空間のデザイン」の可能性
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終章 今後の展望 

各調査 得 知見 精査    既存     有効活用 果      4つの段階を経ていく必要性 見出   。
はじめに有効活用を図る「目的」を明確にし、その目的を達成するための「戦略」を考えていく。次に、対象のパブリック空間
に関わるステークホルダーの「合意形成」を図り、最後に「活用」の検討へと移ることが出来る。 
そこで本研究では、「目的」「戦略」「合意形成」「活用」という 4            各論 示       新たなパブ
   空間      既存     有効活用 を明らかにすることを試みた。 
「目的」のデザインでは、本市のパブリック空間が効果的に価値を生み出していくために、その目的の決定方法について４
つの提言 行った。    公共性           理解することに触れた上で、地域の特性やニーズを把握し、求める
価値を明確にすることについて言及した。さらに、手段を目的化すること等 誤  避        提言 行   
「戦略」のデザインでは、目的 達成     必要 戦略と方針について提言 行   戦略を作成するための方法を
先進都市 例 基 整理   次 、作成  戦略 「共有」する3つの方法を紹介すると共に「持続可能な活用」に向け
た「制度活用」と「社会実験」について提言 行  。 
「合意形成         合意形成 行 相手 選択  必要性    明確       専門的な知見 用いる
ことの重要性に触れていった。次に、プロジェクトがもたらす価値を合意するための 4 つの手法について提言 行 、合意形
成    化         行   
「活用」のデザインでは、     空間 有効活用 考  上 必要    情報  整理    分類        空
間」と「活用の手法」について、精査した結果を考察した。そして、これらすべての情報を統括したインターフェースをつくり、活
用していくことについて提言した。 
以上、4 つのデザインを構築することにより 既存     有  価値 再認識  柔軟 活用 図 ことが可能になると
考え、これを本研究における新たなパブリック空間のデザインとして提言する。 

図 E-1.提言のまとめ

新たな
パブリック空間のデザイン

既存ストックの
有効活用

1-1｜「3つの公共性     理解  

1-2｜地域の特性と一致させる

1-3｜求める価値を明確にする

1-4｜根本的な誤りを避ける

2-1｜戦略 方針 作成  

2-2｜戦略 方針 共有  

2-3｜持続可能な空間活用を進める

3-1｜合意する相手を選択する

3-2｜        知見 獲得  

3-3｜プロジェクトがもたらす価値を合意する

3-4｜質的評価でポジティブな環境に変える

3-5｜合意のためにルールを作る4-1｜活用するための「情報」 整理  

4-4｜活用のためのインターフェースをつくり、使いこなす

4-2｜活用しやすい「パブリック空間」の条件を分析する

4-3｜パブリック空間の「活用の手法」を分析する

目的

戦略

合意
形成

活用

Ending

1 提言のまとめ
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終章 今後の展望 

本研究は研究計画に沿って調査を進めてきたが、次のような課題が残された。これらの課題については、今後、本研究を
さらに発展させ探求していくことが望まれることから、今後の展望として、その方法を示すこととした。 

「「目的」をデザインする」における課題と展望 

本研究では、既往文献やヒアリング等を通じて目的のデザイン手法をまとめてきたが、今後は、提言 行動 直結させる
ため 方法 模索    必要   ことから、実践ベースで実証し進化させていくことが求められる。 

「「戦略」をデザインする」における課題と展望 

本研究では戦略 方針を浸透させるための手法や体制づくりについては、先進都市の取り組みを整理  段階 留  
た。今後は、各都市で実践している戦略 効果検証 行 、メリットデメリット等を精査することや、ヒアリング、アンケート等
の補完調査により、実態の把握まで追えるとよいと考える。   戦略 構築は、はじめから完璧な状態はありえないと考え
られるため、実践 中 試行錯誤  柔軟 見直  行       望まれる。 

「「合意形成」をデザインする」における課題と展望 

合意形成に関して実践からの再考が必要なことは言うまでもないが、実務ベースの場合には「つながり」や「しがらみ」といっ
  良  悪  情実的 要素 支配的 環境      思   敢   行動経済学などの科学的なアプローチから合
意形成 捉        新  可能性 見出         

「「活用」をデザインする」における課題と展望 

本研究では、取り扱えた事例が 60 件 留    今後、本研究で得られた 情報 整理手法  活用   調査対象
の拡充を図ることで、  精度 高 事例 分析 可能になるだろう。また、その際には本研究では十分に扱えなかった「費
用」と「法制度」についても詳しく考察することが望まれる。そして、本研究で作成したインターフェースは、アンケートやヒアリン
グ調査等を通じてプレイヤーのニーズを取り入れたものにしていくことで、より実践的なものへと進化させることができる。

図 E-2 今後の課題と展望

課題と展望
・効果検証・社会実験等を通じた
実践ベースでの実証
・現地調査・アンケート調査による
情報の幅と質の確保

研究成果
・パブリック空間の抱える課題と解決策 把握 整理
・活用に向けた条件や、活用方法・パブリック空間の情報整理
・「新たなパブリック空間のデザイン」の骨格の構築

Ending

2 研究成果における課題と展望
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終章 今後の展望 

現代社会の抱える負のスパイラル 

現代社会の抱える人口減少や少子高齢化といった問題は、税収減や、社会保障費の増加へと直結する。社会インフラ
 老朽化 進行  今日においては 十分 維持管理 更新費 確保         老朽化 拍車       懸
念    
また、財政が逼迫すれば、地域公共交通や生活関連サービスが縮小され 行政     低下        。一方、
社会ニーズが多様化  現代      行政     柔軟 対応 求      行政     低下  時代  
いて、現状のままでは、十分な対応が取れない可能性が高い。 
自治体 町内会等 住民組織にとっては、担い手の不足という深刻な課題が生じている 担 手 不足    地域
を支えているコミュニティ機能の低下が避けられない状況となる。 
そして、空き地や空き家等が増加し、学校の統廃合が進み、地域    就業機会 減少    生活利便性や地
域 魅力 活気 低下し、更  負の連鎖を招くという負のスパイラルに陥ることが危惧される。 

Ending

3

E-3 現代社会の抱える負のスパイラル 

維持管理費 不足地域の価値の低下

  
 
  
 
主
体
 当
事
者
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「新たなパブリック空間のデザイン」の可能性
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終章 今後の展望 

新たなパブリック空間のデザインにより好循環を生み出す

本研究において提言した「新たなパブリック空間のデザイン」を実践することにより、時代の抱える負のスパイラルに対応し、
好循環へと変えていくことが可能であると考えられる。 

●         醸成  市民意識 向上   
既存ストックの有効活用を図ることにより、地域 魅力 活気 増加が図られ、地域の価値の増加やシビックプライドの醸
成      空間 対  市民意識 向上    効果 期待    また、社会ニーズに応えた柔軟な活用を図ることは、
生活利便性 向上 生むと共に、新たな就業機会の増加へと繋がる可能性があると考えられる。 

●地域コミュニティ機能の増進とサービスの向上が図られる 
多様な主体の関わる機会を創出することで、地域コミュニティ機能の増進 図         住民組織 担 手 確
保へと繋がると考えられる。更  統廃合   空  学校 利活用 空 地 空 家等 有効活用 進  行政   
   補      部分 民間 賄 構図 生まれ、結果的に生活関連サービスの増加や地域公共交通の代替機能
が確保されると想像される。 

●現代社会の抱える課題へ柔軟に対応する 
    民間活力 導入 地域         空間 担 手 確保          社会    の更新  繋 
り、最終的には、社会ニーズの多様化や、人口減少・少子高齢社会といった現代社会の抱える課題にも柔軟に対応でき
る社会が形成できる可能性を秘めている。 

E-4 新たなパブリック空間のデザインによる好循環 

維持管理費の補填地域の価値の増加

まち
づ
くり
の
主
体
・当
事
者
の
確
保
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